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一
、
白
鳥
御
陵
の
上
知
問
題

　

白
鳥
御
陵
は
白
鳥
古
墳
と
も
い
い
、
日
本
武
尊
の
御
陵
と
伝
承
さ

れ
て
い
る
。
そ
の
北
三
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
所
に
あ
る
断
夫
山
古
墳

（
侘
武
夫
御
墓
）
は
妃
の
宮
簀
媛
陵
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
、
と
も

に
五
世
紀
後
半
か
ら
六
世
紀
前
半
の
前
方
後
円
墳
と
考
え
ら
れ
、
古

代
尾
張
氏
の
如
き
豪
族
の
古
墳
と
想
定
さ
れ
て
い
る
。

　

白
鳥
御
陵
は
前
方
部
を
南
東
に
向
け
て
お
り
、
昭
和
二
十
年
代
に

名
古
屋
大
学
の
行
っ
た
測
量
調
査
に
よ
れ
ば
、
墳
長
七
十
メ
ー
ト
ル

で
、
前
方
部
は
幅
五
十
五
メ
ー
ト
ル
、
長
さ
三
十
メ
ー
ト
ル
、
高
さ

七
メ
ー
ト
ル
を
測
り
、
後
円
部
は
直
径
四
十
五
メ
ー
ト
ル
、
高
さ

六
・
五
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。
墳
丘
は
二
段
築
成
で
、
外
堤
が
遺
存
し

て
い
た
よ
う
で
あ
）
1
（

る
。
現
在
で
は
墳
丘
の
西
側
が
民
家
と
道
路
、
前

方
部
の
墳
丘
南
側
は
宮
中
学
校
と
道
路
、
東
側
が
法
持
寺
の
境
内
地

と
な
っ
て
お
り
、
原
型
は
損
わ
れ
て
い
る
。

　

天
保
八
年
（
一
八
三
七
）
八
月
十
四
日
に
は
、
大
暴
風
雨
で
樹
木

が
多
く
倒
れ
、
石
室
の
一
部
が
露
顕
し
た
。『
小
治
田
之
真
清
水
』

に
そ
の
様
子
が
記
さ
れ
て
お
り
、
出
土
遺
物
な
ど
に
つ
い
て
は
法
持

寺
二
十
五
世
石
雄
恵
玉
の
項
で
詳
し
く
考
察
し
）
2
（

た
。

　

白
鳥
御
陵
は
明
治
元
年
迄
、
す
べ
て
法
持
寺
の
境
内
地
の
山
林
で

あ
っ
た
。
し
か
も
鎮
守
で
あ
り
、
自
由
に
使
用
し
て
い
た
が
、
同
年

三
月
の
明
治
政
府
に
よ
る
神
仏
分
離
令
に
よ
っ
て
八
月
に
は
、
法
持

寺
よ
り
白
鳥
御
陵
へ
の
通
路
に
竹
垣
が
結
ば
れ
、
神
仏
混
同
を
避
け

る
た
め
御
陵
の
後
の
地
六
段
二
十
八
歩
（
白
鳥
百
七
拾
四
番
地　

七
反
八
畝
拾
六
歩
貮
勺
）
が
法

法  
持  

寺  
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雑  
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持
寺
よ
り
分
離
さ
れ
て
尾
張
藩
の
取
締
り
と
な
っ
）
3
（
た
。

　

翌
二
年
二
月
に
は
、
尾
張
藩
が
再
び
神
領
地
調
査
を
行
）
4
（
い
、
五
月

七
日
に
は
神
祇
局
寺
社
係
よ
り
日
本
武
尊
の
山
陵
地
と
認
め
ら
れ
、

神
仏
混
淆
の
恐
れ
が
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
上
地
す
べ
き
旨
が
法
持
寺
に

通
達
さ
れ
）
5
（
た
。
そ
の
た
め
法
持
寺
側
は
、
該
当
す
る
地
所
が
往
古
よ

り
法
持
寺
私
有
地
の
山
林
で
、
山
陵
地
で
は
な
い
こ
と
を
旧
記
な
ど

を
み
せ
て
説
得
し
、
上
地
の
達
の
取
消
し
を
歎
願
し
た
。
し
か
し
、

受
け
入
れ
ら
れ
ず
官
有
地
に
編
入
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

　

そ
れ
迄
は
法
持
寺
が
樹
木
の
伐
採
、
植
採
を
自
由
に
行
っ
て
い

た
。
ま
た
、
境
内
の
土
工
の
際
に
も
山
林
地
よ
り
土
砂
を
採
掘
し
て

埋
立
を
行
っ
た
り
、
外
囲
の
修
繕
や
修
理
を
す
る
材
料
は
す
べ
て
こ

の
山
林
地
よ
り
採
取
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
上
地
後
の
用
途
は
、
す

べ
て
買
入
れ
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
）
6
（

た
。

　

同
四
年
五
月
に
は
旧
名
古
屋
藩
が
神
祇
官
に
図
面
と
考
証
を
添
え

て
注
進
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
神
祇
官
附
属
の
諸
陵
寮
が
廃
止
さ
れ

た
た
め
、
そ
の
取
調
べ
は
自
然
と
中
絶
さ
れ
）
7
（
た
。
そ
の
後
、
同
七
年

二
月
二
日
、
角
田
忠
行
が
教
部
省
よ
り
官
幣
大
社
熱
田
神
宮
の
少
宮

司
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
三
月
に
は
大
宮
司
従
五
位
の
千
秋
季
福
と
と
も

に
『
熱
田
神
宮
御
神
徳
略
記
』
を
著
わ
し
て
い
る
。
こ
れ
は
熱
田
神

宮
の
御
神
徳
を
紹
介
し
た
広
告
で
、
内
容
は
草
薙
剣
の
由
来
を
述
べ

た
後
、
伊
勢
神
宮
に
次
で
熱
田
神
宮
を
尊
敬
す
べ
き
こ
と
を
説
い
て

い
る
。
熱
田
神
宮
に
祈
れ
ば
、
男
子
は
武
勇
の
大
倭
心
を
蒙
り
、
女

子
は
宮
簀
媛
命
の
幸
を
仰
ぐ
も
の
で
、
御
神
徳
は
数
多
い
も
の
と
い

う
。
最
後
に
、
委
し
く
は
『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』『
古
語
拾
遺
』

『
寛
平
熱
田
縁
起
』、
そ
の
他
、
熱
田
神
宮
の
古
書
を
見
る
べ
き
で
あ

る
と
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

翌
八
年
一
月
に
は
、
千
秋
季
福
と
角
田
が
連
署
に
て
願
書
を
愛
知

県
へ
上
申
し
た
。
そ
れ
に
は

　
　

熱
田
白
鳥
町
ニ
被
為
在
候
白
鳥
御
陵
之
儀
ハ
、
別
冊
熱
田
地
陵

墓
考
ニ
記
シ
候
通
ニ
御
座
候
処
、
應
永
年
中
初
テ
右
御
陵
南
丘

ニ
法
持
寺
ト
申
仏
刹
建
立
シ
候
ヨ
リ
、
陵
戸
退
転
漸
々
御
城
中

猥
リ
ニ
相
成
候
ニ
付
、
御
一
新
ノ
際
、
當
神
宮
ヨ
リ
御
廻
リ
ニ

木
柵
ヲ
取
建
候
ヘ
共
、
其
陵
守
衛
無
之
ニ
付
猶
又
雑
人
御
域
中

濫
入
候
様
相
成
、
実
ニ
恐
入
候
次
第
ニ
奉
存
候
。
抑
日
本
武
尊

ハ
奉
申
上
候
迠
ニ
無
之
継
体
ノ
皇
祖
ニ
坐
々
ヲ
常
陸
阿
波
等
ノ

風
土
記
ニ
ハ
天
皇
ト
奉
記
、
古
事
記
日
本
書
紀
共
其
神
上
リ
ニ

崩
宇
ヲ
被
為
填
、
且
ツ
御
墓
ヲ
モ
御
陵
ト
被
為
記
候
程
ノ
御
儀

ニ
付
、
至
急
右
御
陵
御
修
理
ノ
上
陵
掌
已
下
被
為
置
候
様
奉
存
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候
、
次
ニ
侘
武
夫
御
墓
ノ
儀
モ
別
冊
ノ
通
宮
簀
媛
命
之
御
墓
ニ

御
座
候
得
ハ
、
是
亦
御
修
理
被
為
在
度
奉
存
候
。
當
神
宮
正
ノ

御
殿
ニ
ハ
五
柱
ノ
神
体
ヲ
被
為
齋
候
処
、
其
御
中
建
稲
種
ノ
命

ハ
臣
下
ノ
坐
位
ニ
候
得
共
、
御
妹
ナ
カ
ラ
宮
簀
媛
命
ハ
日
本
武

尊
詔
命
ノ
御
故
ヲ
以
皇
上
ノ
御
位
ニ
配
祭
奉
リ
候
程
ノ
御
儀
ニ

候
得
ハ
、
是
亦
墓
掌
以
下
被
為
置
候
様
奉
存
候
。
方
今
他
御
陵

墓
等
ヘ
御
心
ヲ
被
為
用
候
御
時
節
右
御
陵
墓
ハ
當
神
宮
不
容
易

御
由
緒
有
之
ニ
付
、
當
神
宮
ヨ
リ
建
言
仕
候
儀
ニ
御
座
候
。
至

急
御
採
用
相
成
候
様
教
部
省
ヘ
御
建
言
被
下
度
、
依
テ
別
冊
相

添
相
願
候
也
。

　
　
　
　

明
治
八
年
一
月

 

熱
田
神
宮
大
宮
司
千
秋
季
福　

少
宮
司
角
田
忠
行　

と
あ
り
、
白
鳥
御
陵
と
陀
武
夫
御
墓
（
断
夫
山
古
墳
）
の
保
存
に
つ

い
て
記
さ
れ
て
い
る
。

　

白
鳥
御
陵
に
つ
い
て
は
日
本
武
尊
の
御
陵
で
、
雑
人
が
濫
入
し
な

い
よ
う
に
木
柵
を
取
替
え
て
も
ら
い
た
い
。
陀
武
夫
御
墓
は
宮
簀
媛

命
の
御
墓
で
、
日
本
武
尊
の
詔
命
に
よ
り
皇
上
の
御
位
を
得
て
い

る
。
御
陵
墓
は
神
宮
と
深
い
由
緒
が
あ
る
か
ら
、
神
宮
よ
り
建
言
せ

ね
ば
な
ら
な
い
が
、
至
急
採
用
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
愛
知
県
が

教
部
省
に
建
言
す
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。

　

こ
の
願
書
に
よ
れ
ば
、
別
冊
と
し
て
『
熱
田
地
陵
墓
考
』
も
添
え

て
建
言
し
た
よ
う
で
あ
る
。『
熱
田
地
陵
墓
考
』
は
角
田
が
著
わ
し

た
も
の
で
、
本
文
中
に

　
　

忠
行
、
図
ら
ず
も
明
治
七
年
の
春
熱
田
神
宮
少
宮
司
の
命
を
奉

じ
て
赴
任
し
、
嚮
に
古
事
記
伝
を
読
て
熱
田
地
に
白
鳥
御
陵
在

る
事
を
知
れ
々
ば
と
て
、
其
地
に
到
り
て
、
寺
院
の
境
の
方
は

所
々
其
柵
さ
へ
も
失
せ
て
、
雑
人
み
だ
り
に
域
中
に
立
入
踏
穢

し
奉
る
を
見
る
。
此
に
至
り
て
恐
歎
止
む
間
な
く
東
京
に
赴

き
、
是
を
教
部
省
の
諸
陵
課
に
訴
へ
、
且
つ
地
方
の
官
員
に
促

し
て
、
再
び
御
修
理
あ
ら
む
事
を
渇
望
す
る
も
盡
忠
の
道
止
を

得
ず
な
む
。

と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
角
田
が
熱
田
神
宮
の
少
宮
司
に
任
ぜ
ら
れ
た

明
治
七
年
二
月
か
ら
愛
知
県
へ
願
書
を
出
し
た
同
八
年
一
月
ま
で
の

一
年
間
に
著
わ
さ
れ
た
も
の
で
あ
）
8
（

る
。

　

こ
の
建
言
が
愛
知
県
か
ら
教
部
省
へ
上
申
さ
れ
て
以
来
、
一
年
以

上
に
わ
た
っ
て
調
査
、
考
証
さ
れ
た
。
翌
九
年
三
月
に
な
る
と
、
教

部
省
の
大
久
保
忠
保
（
十
四
等
出
仕
）
と
猿
渡
容
盛
（
権
大
録
）
が

綿
密
な
考
証
を
行
っ
た
結
果
を
報
告
し
）
9
（
た
。
そ
れ
に
は
、
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臣
等
謹
テ
按
ス
ル
ニ
、
白
鳥
陵
及
ビ
陀
武
夫
山
ノ
事
角
田
忠
行

ノ
考
説
ヨ
ク
言
通
リ
テ
明
ラ
カ
ニ
聞
エ
タ
リ
。
サ
テ
上
ニ
モ
説

ル
如
ク
、
尾
張
国
ニ
白
鳥
陵
ア
ル
コ
ト
古
典
ニ
ハ
其
ノ
伝
無
キ

事
ナ
レ
ト
モ
、
此
ハ
古
事
記
伝
ニ
論
ヘ
ル
如
ク
、
日
本
紀
ニ
ハ

大
和
国
琴
引
原
河
内
国
舊
市
ヲ
ノ
ミ
伝
ヘ
テ
、
初
ニ
尾
張
国
ニ

飛
往
坐
シ
コ
ト
ヲ
伝
ヘ
漏
シ
。
古
事
記
ニ
ハ
河
内
国
忌
幾
舊
市
也　

ヲ
ノ
ミ
伝
ヘ
テ
、
大
和
国
ヲ
モ
尾
張
国
ヲ
モ
伝
ヘ
漏
セ
ル
ナ
ラ

ン
ト
云
説
大
ム
ネ
違
ハ
ザ
ル
ニ
近
カ
ラ
ム
歟
。
然
レ
ト
モ
此
御

遺
蹟
古
典
ニ
明
證
無
キ
カ
ラ
ハ
、
琴
引
原
舊
市
ト
同
等
ニ
御
処

置
ア
ラ
ン
コ
ト
、
今
ニ
於
テ
ハ
如
何
ア
ラ
ン
。
臣
等
ガ
猥
リ
ニ

議
シ
奉
ル
ベ
キ
所
ニ
ア
ラ
ズ
。
次
ニ
陀
武
夫
山
ヲ
宮
簀
媛
命
ノ

御
墓
ト
ス
ル
説
モ
古
典
ニ
徴
證
無
キ
コ
ト
ナ
レ
ト
モ
、
媛
命
ノ

御
兄
建
稲
種
命
ノ
正
統
タ
ル
熱
田
大
宮
司
千
秋
氏
代
々
伝
来
正

シ
ク
奉
仕
来
レ
ル
上
ハ
、
強
テ
疑
ヲ
容
ル
ベ
キ
ニ
ア
ラ
ザ
ル

歟
。
此
媛
命
ハ
皇
妃
ニ
ア
ラ
ザ
レ
バ
、今
度
墓

掌
丁
ヲ
置
ル
ベ
キ
御
例
ニ
ハ
ア
ラ
ズ
。

依
テ
臣
等
竊
ニ
思
惟
ヲ

加
フ
ル
ニ
、
此
白
鳥
陵
陀
武
夫
山
ノ
二
所
ト
モ
ニ
熱
田
神
宮
御

由
緒
格
別
ノ
神
跡
ナ
レ
バ
、
自
今
神
宮
摂
末
社
ノ
例
ニ
見
倣

シ
、
其
ノ
地
域
区
別
ヲ
明
カ
ニ
シ
テ
永
世
一
社
ノ
所
管
ト
定
メ

置
レ
ン
事
穏
當
ノ
御
処
置
ナ
ル
ベ
ク
考
ヘ
奉
ラ
ル
。
実
地
ノ
形

容
ハ
別
紙
図
面
ヲ
以
上
申
候
也
。

　
　

右
熱
田
白
鳥
陵
陀
武
夫
山
実
検
勘
註
如
件

　
　
　
　
　

明
治
九
年
三
月

 

十
四
等
出
仕　

大
久
保
忠
保　
　

 

権
大
録　
　
　

猿
渡
容
盛　
　
　

と
あ
り
、
白
鳥
陵
、
陀
武
夫
山
は
熱
田
神
宮
の
神
跡
で
神
宮
の
摂
末

社
と
み
な
し
、
管
理
が
適
当
と
す
る
旨
を
太
政
官
に
上
申
し
た
の
で

あ
る
。
し
か
し
、
四
月
十
七
日
に
は
、
千
秋
季
福
が
三
十
一
歳
で
自

殺
し
た
。
こ
の
建
言
が
直
接
の
原
因
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
）
10
（

る
。
五

月
十
三
日
に
は
、
教
部
省
が
太
政
大
臣
三
條
実
美
に

　
　
　
　

愛
知
県
下
尾
張
国
愛
知
郡
熱
田
白
鳥
町
白
鳥
陵
并
同
所
籏

屋
町
宮
簀
媛
命
墓
之
議
ニ
付
伺

　
　

愛
知
県
下
尾
張
国
愛
知
郡
熱
田
白
鳥
町
ニ
白
鳥
陵
ト
申
伝
候
古

墳
并
同
所
籏
屋
町
ニ
宮
簀
媛
命
ト
申
伝
候
陀
武
夫
山
古
墳
之
儀

古
典
ニ
明
徴
ハ
無
之
候
ヘ
共
、
熱
田
神
宮
ノ
所
伝
ニ
ヨ
レ
ハ
確

乎
タ
ル
御
遺
蹟
ニ
候
処
、
日
本
武
尊
御
本
墓
ハ
別
ニ
顕
存
シ
宮

簀
媛
命
墓
ニ
ハ
墓
掌
丁
可
被
差
置
部
分
ニ
無
之
。
然
ル
ト
キ
ハ

永
世
保
存
ノ
道
モ
不
相
立
事
ニ
付
、
特
別
之
御
詮
議
ヲ
以
両
所

共
熱
田
神
宮
所
属
地
ト
シ
テ
該
宮
神
官
ヘ
取
締
方
兼
務
為
致
候
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様
御
定
相
成
度
、
仍
而
勘
註
絵
図
面
等
相
添
此
段
相
伺
候
也

　
　
　

明
治
九
年
五
月
十
三
日 

教
部
大
輔　

宍
戸　

璣　

　
　
　
　
　

太
政
大
臣　

三
條
実
美
殿

　
　
　
　

追
而
本
文
御
聞
届
之
上
ハ
地
種
組
入
方
内
務
省
ヘ
御
達
有

之
度
、
尤
神
官
兼
務
等
之
儀
ハ
當
省
ヨ
リ
可
相
達
存
候
。

此
段
申
添
候
也

と
上
申
し
、
そ
の
上
申
は
裁
可
さ
れ
て
五
月
二
十
九
日
に
、
三
條
実

美
よ
り
内
務
省
及
び
大
蔵
省
へ

 

内
務
省　
　

　
　

別
紙
教
部
省
伺
尾
張
国
熱
田
白
鳥
町
白
鳥
陵
并
同
所
籏
屋
町
宮

簀
媛
命
墓
処
分
ノ
儀
朱
書
ノ
通
及
指
令
候
条
該
地
ノ
儀
ハ
官
有

地
第
一
種
ヘ
編
入
方
可
取
計
此
旨
相
達
候
事

　
　
　

但
該
地
坪
数
ノ
儀
ハ
教
部
省
ヘ
打
合
セ
可
致
処
分
事

　
　
　

明
治
九
年
五
月
廿
九
日 

太
政
大
臣　

三
條
実
美　

 

大
蔵
省　
　

　
　

云
々
同
文
官
有
地
第
一
種
ヘ
編
入
方
可
取
計
尤
坪
数
ノ
儀
ハ
教

部
省
ヘ
打
合
セ
処
分
可
致
様
内
務
省
ヘ
相
違
候
此
旨
可
相
心
得

事

　
　
　

明
治
九
年
五
月
廿
九
日 

太
政
大
臣　

三
條
実
美　

と
官
有
地
第
一
種
（
地
券
を
発
行
せ
ず
、
地
租
を
課
せ
ず
、
区
入
費

を
賦
せ
な
い
皇
宮
地
、
神
地
を
い
う
。）
へ
編
入
す
る
よ
う
に
達
せ

ら
れ
、
六
月
六
日
に
は

 

熱
田
神
宮　
　

　
　

愛
知
県
下
尾
張
国
愛
知
郡
熱
田
白
鳥
町
白
鳥
陵
并
同
所
旗
屋
町

陀
武
夫
宮
簀
媛
命
墓
両
所
共
神
宮
所
属
地
ト
相
定
候
條
向
後
神

宮
ニ
於
テ
取
締
方
可
致
此
旨
相
達
候
事

　
　
　
　
　

明
治
九
年
六
月
六
日

 

教
部
大
輔　

宍
戸　

璣）
11
（

　

と
、
以
後
、
熱
田
神
宮
が
取
締
る
よ
う
に
達
せ
ら
れ
た
。

　

こ
う
し
て
、
白
鳥
陵
と
陀
武
夫
宮
簀
媛
命
墓
は
角
田
忠
行
の
情
熱

と
考
証
及
び
行
動
力
に
よ
り
熱
田
神
宮
の
管
理
下
と
な
っ
た
。
角
田

は
、
六
月
七
日
に
官
幣
大
社
広
田
神
社
少
宮
司
へ
の
転
任
辞
令
が
出

た
が
赴
任
せ
ず
、
同
月
二
十
六
日
付
で
広
田
神
社
少
宮
司
を
免
ぜ
ら

れ
た
。
翌
十
年
一
月
三
十
一
日
、
角
田
は
熱
田
神
宮
大
宮
司
に
任
ぜ

ら
れ
、
十
月
に
は
『
熱
田
神
宮
略
記
』
を
著
わ
し
た
。
内
容
は
熱
田

神
宮
の
祭
神
、
草
薙
大
御
剣
神
に
つ
い
て
古
書
な
ど
の
説
明
を
あ

げ
、
角
田
が
熱
田
神
宮
に
赴
任
し
て
か
ら
は
、
禍
事
を
厳
重
に
注
意

し
て
い
る
こ
と
な
ど
を
い
い
、
一
層
の
熱
田
神
宮
宣
揚
に
努
め
た
。
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な
お
、
十
二
月
十
二
日
に
は
大
少
宮
司
制
が
廃
さ
れ
た
た
め
、
改
め

て
熱
田
神
宮
宮
司
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
う
し
て
白
鳥
御
陵
は
、
陀
武
夫
山
と
と
も
に
熱
田
神
宮
に
て
管

理
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
後
、
明
治
三
十
年
十
月
二
十
一
日
に
は
法
持
寺
住
職
大
島
天

珠
が
末
寺
惣
代
月
笑
軒
住
職
浅
井
泰
山
、
法
類
惣
代
明
達
慧
等
、
檀

家
惣
代
田
中
源
助
、
井
上
信
八
、
高
浜
与
七
、
苅
谷
治
左
ヱ
門
、
本

寺
円
通
寺
住
職
信
叟
仙
受
、
愛
知
郡
熱
田
町
長
小
塩
幹
ら
と
と
も
に

上
知
さ
れ
た
山
林
（
白
鳥
御
陵
）
を
引
戻
す
「
申
請
書
」
と
「
証
拠

写
」
を
農
商
務
大
臣
大
隈
重
信
へ
提
出
し
た
。
そ
れ
を
あ
げ
る
と
、

　
　
　
　
　
　

上
地
山
林
引
戻
申
請
書

　
　
　
　
　
　
　
　

愛
知
縣
尾
張
国
愛
知
郡
熱
田
町

　
　
　
　
　
　
　
　

大
字
白
鳥
百
六
拾
五
番
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　

法
持
寺
住
職

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大　

島　

天　

珠

　
　
　
　
　
　

申
請
ノ
目
的
物

　
　

尾
張
国
愛
知
郡
熱
田
町
字
白
鳥
百
七
拾
四
番
地

　
　

一
上
地
官
林
七
反
八
畝
拾
六
歩
弐
勺

　
　
　
　

但
シ
、
本
地
ニ
生
立
ス
ル
樹
木
共

　
　
　
　
　
　

事　

実

　
　

右
地
所
ハ
、
往
古
ヨ
リ
当
寺
ノ
所
有
ニ
シ
テ
、
維
新
ノ
際
ニ
於

テ
ハ
熱
田
神
領
地
壱
万
石
ノ
内
ニ
有
之
。
年
々
歳
々
地
役
相
勤

メ
、
従
テ
該
山
林
ハ
当
寺
ノ
自
由
ニ
進
退
シ
樹
木
伐
採
シ
及

ヒ
、
之
レ
カ
植
継
キ
ヲ
為
ス
ハ
勿
論
、
土
工
ノ
際
山
林
地
ヨ
リ

土
砂
ヲ
採
掘
シ
テ
境
内
ノ
埋
立
ヲ
為
セ
シ
コ
ト
等
モ
有
之
候

処
、
明
治
二
年
ニ
至
リ
、
神
祇
局
寺
社
係
ニ
於
テ
山
陵
地
ト
認

メ
ラ
レ
、
神
仏
混
淆
ノ
恐
ア
ル
ヲ
以
テ
上
地
ス
ヘ
キ
旨
御
達
有

之
候
。
然
ル
ニ
該
地
所
ハ
、
往
古
ヨ
リ
当
寺
ノ
私
有
地
ニ
シ
テ

全
ク
山
陵
地
ニ
ア
ラ
サ
ル
次
第
モ
旧
記
ニ
相
見
ヘ
タ
ル
ヲ
以

テ
、
再
三
上
地
ノ
御
達
御
取
消
相
成
度
趣
歎
願
仕
候
得
共
御
採

用
無
之
。
遂
ニ
官
有
林
ニ
編
入
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
々
御
座
候

事
。

　
　
　
　
　
　

理　

由

　
　

明
治
二
年
上
地
セ
シ
メ
ラ
レ
タ
ル
理
由
ハ
、
日
本
武
尊
ノ
山
陵

地
ト
認
メ
ラ
レ
タ
ル
ニ
外
ナ
ラ
ス
。
其
原
因
ヲ
尋
ヌ
ル
ニ
、
往
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昔
弘
法
大
師
熱
田
神
宮
ヘ
参
篭
ノ
砌
、
日
本
武
尊
ノ
御
懿
徳
ヲ

慕
ヒ
奉
リ
、
先
ツ
当
寺
ヲ
創
設
シ
テ
、
長
ク
此
処
ニ
止
マ
リ
、

大
ニ
熱
田
神
宮
ノ
力
ヲ
尽
シ
、
又
寺
ノ
後
ノ
山
林
内
ニ
モ
一
小

祠
ヲ
建
立
シ
テ
日
本
武
尊
ノ
霊
ヲ
祀
リ
、
白
鳥
ト
化
シ
給
ヘ
ル

由
緒
ヲ
追
慕
シ
テ
、
寺
号
ヲ
モ
白
鳥
山
法
持
寺
ト
称
ヘ
以
テ
、

今
日
ノ
地
名
ヲ
為
セ
シ
由
、
旧
記
録
等
ニ
有
之
候
処
、
宝
暦
七

年
火
災
ニ
罹
リ
悉
皆
焼
失
セ
シ
趣
、
寛
政
六
年
寅
六
月
其
筋
ヘ

書
上
ケ
タ
ル
書
中
ニ
相
見
申
候
。
右
ノ
次
第
ニ
テ
、
往
昔
弘
法

大
師
カ
日
本
武
尊
ヲ
追
慕
シ
テ
、
私
ニ
一
小
祠
ヲ
建
テ
之
ヲ
祀

リ
タ
ル
ヨ
リ
、
恐
多
ク
モ
日
本
武
尊
ノ
霊
骸
ヲ
埋
メ
奉
リ
タ
ル

モ
ノ
ヽ
如
ク
口
碑
キ
ニ
傳
ハ
リ
タ
ル
カ
墓
ニ
シ
テ
、
之
ヲ
以
テ

直
ニ
山
陵
地
ト
認
メ
ラ
レ
タ
ル
ハ
、
恐
ク
ハ
其
係
官
ノ
誤
謬
ヨ

リ
生
セ
シ
モ
ノ
ト
奉
存
候
。
尚
又
該
山
林
ハ
、
当
寺
ノ
為
ニ
ハ

実
ニ
缺
ク
ヘ
カ
ラ
サ
ル
必
要
地
ニ
シ
テ
、
日
常
ノ
薪
材
ヲ
始
ト

シ
テ
、
年
々
外
囲
ノ
修
繕
及
ヒ
臨
時
ノ
破
損
ヲ
修
理
ス
ル
ノ
材

料
ハ
、
凡
テ
此
山
林
ヨ
リ
採
収
シ
テ
経
済
相
立
来
リ
候
処
、
上

地
後
ハ
、
右
等
ノ
用
途
ハ
凡
テ
買
入
ヲ
為
サ
ヽ
ル
ヲ
得
ス
。
経

済
上
ノ
困
難
一
方
ナ
ラ
ス
。
加
之
別
紙
図
面
ノ
如
ク
、
該
山
林

ハ
当
寺
ノ
境
内
ニ
接
続
シ
、
全
ク
境
内
ト
記
セ
シ
古
記
録
モ
有

之
通
リ
境
内
ト
シ
テ
参
詣
人
ノ
隨
意
ニ
逍
遥
シ
来
ル
所
ナ
ル

ニ
、
上
地
後
ハ
一
切
立
入
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
。
大
ニ
境
内
ノ
旧
態

ヲ
損
シ
、
当
寺
ハ
勿
論
檀
方
及
一
般
ノ
歎
息
ス
ル
所
ニ
御
座

候
。

　
　
　
　
　
　

立　

証

　
　

一
神
領
地
賣
買
改
寄
帳　

ハ
旧
神
領
庄
屋
ノ
記
録
ニ
シ
テ
、
各

寺
院
所
有
地
ヲ
列
記
シ
タ
ル
モ
ノ
ア
リ
。
即
チ
法
持
寺
所
領

ノ
内
見
出
ノ
付
箋
ヲ
為
シ
タ
ル
（
一
山
六
反
弐
畝
弐
拾
八
歩 

 

寺
後　

一
堀
弐
畝
弐
拾
六
歩
）
ノ
地
所
ハ
、
現
今
官
林
七

反
九
畝
拾
歩
ノ
地
所
ニ
シ
テ
坪
数
符
合
セ
サ
ル
ハ
維
新
後
数

回
ノ
検
査
ニ
依
リ
丈
量
増
ト
相
成
リ
タ
ル
ヲ
以
テ
ナ
リ
。

　
　

一
寺
社
田
畠
反
畝
付
帳　

前
記
同
様
、
旧
神
領
庄
屋
ノ
記
録
ニ

シ
テ
付
箋
ヲ
為
シ
タ
ル
（
一
境
内
壱
町
七
反
弐
畝
弐
拾
七

歩
）
ト
ア
ル
ハ
、
該
山
林
ヲ
モ
合
算
シ
タ
ル
惣
反
別
ニ
テ
前

記
録
ト
共
ニ
当
寺
ノ
所
有
タ
リ
シ
コ
ト
ヲ
證
明
ス
ル
ニ
充
分

ナ
リ
。

　
　

一
寛
政
六
年
寅
六
月
書
上
ケ
タ
ル
書
類
中
ノ
抜
萃
及
文
政
五
年

午
四
月
寺
社
奉
行
所
へ
書
上
ケ
タ
ル
抜
萃 

ハ
、
共
ニ
当
寺
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ノ
記
録
ニ
シ
テ
、
私
ニ
山
林
内
ニ
一
小
祠
ヲ
建
テ
、
日
本
武

尊
ノ
霊
ヲ
祀
リ
タ
ル
所
以
ヲ
知
リ
、
決
シ
テ
山
陵
地
ニ
無
之

事
ヲ
証
明
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
。

　
　

以
上
列
記
ス
ル
如
ク
、
現
今
官
林
七
反
八
畝
拾
六
歩
弐
勺
ノ
地

所
ハ
旧
当
寺
ノ
所
有
ニ
シ
テ
、
明
治
二
年
誤
テ
官
林
地
ニ
編
入

セ
ラ
レ
タ
ル
事
実
明
白
ニ
有
之
候
間
、
篤
ト
御
取
調
相
成
度
、

且
該
山
林
ハ
当
寺
ノ
経
済
上
及
ヒ
形
態
上
共
ニ
缺
ク
ヘ
カ
ラ
サ

ル
必
要
ナ
ル
次
第
ニ
御
座
候
間
、
速
ニ
御
下
戻
シ
被
成
下
度
此

段
奉
願
上
候
。

　
　

右
申
請
候
也
。

　
　
　
　
　
　
　

愛
知
縣
愛
知
郡
熱
田
町
大
字
白
鳥
百
六
拾
五
番
戸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

法
持
寺
住
職

　
　
　

明
治
三
十
年
十
月
廿
一
日　
　

大 

島 

天 

珠　

印

　
　
　
　
　
　
　
　

同
国
同
郡
同
町
月
笑
軒
住
職

　
　
　
　
　
　
　
　
　

末
寺
惣
代　
　

浅 

井 

泰 

山　

印

　
　
　
　
　
　
　
　

同
国
海
東
郡
甚
目
寺
村
延
命
寺
住
職

　
　
　
　
　
　
　
　
　

法
類
惣
代　
　

明 

達 

慧 

等　

印

　
　
　
　
　
　
　
　

同
国
愛
知
郡
熱
田
町
大
字
白
鳥
百
七
拾
番
戸

　
　
　
　
　
　
　
　
　

檀
家
惣
代　
　

田 

中 

源 

助　

印

　
　
　
　
　
　
　
　

同
国
同
郡
同
町
大
字
須
賀
三
拾
四
番
戸

　
　
　
　
　
　
　
　
　

仝　
　
　
　
　

井 

上 

信 

八　

印

　
　
　
　
　
　
　
　

同
国
同
郡
宝
田
村
大
字
熱
田
新
田
東
組
壱
番
戸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

高 

濱 

与 

七　

印

　
　
　
　
　
　
　
　

同
国
同
郡
熱
田
町
大
字
傳
馬
五
拾
番
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

苅 

谷 

治
左
ヱ
門　

印

　
　
　
　
　
　
　
　

同
国
同
郡
同
町
大
字
新
宮
坂
町
円
通
寺
住
職

　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
寺
小
本
寺　

信 

叟 

仙 

受　

印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

愛
知
郡
熱
田
町
長　

小
塩　

幹　

印

　
　

農
商
務
大
臣
伯
爵
大
隈
重
信
殿

　
　
　
　
　
　

証　

拠　

写

　
　
　

第
一　

神
領
地
賣
買
改
寄
帳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

法
持
寺

　
　
　
　
　
　

前　

略

　
　

一
山
六
反
弐
拾
八
歩　
　
　
　

寺　

後
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一
堀
弐
畝
弐
拾
六
歩

　
　
　
　
　
　

后　

略

　
　
　

第
二　

寺
社
田
畠
反
畝
付
帳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

白
鳥
山
法
持
寺

　
　
　
　
　
　

寺
領
之
分
覚

　
　
　
　
　
　

前　

略

　
　

一
境
内
壱
町
七
反
九
畝
廿
七
歩

　
　
　
　

此
内
三
反
弐
畝
拾
弐
歩
地
子
ニ
借
置
申
候
。

　
　
　
　

銀
役
四
拾
五
匁
六
分
人
足
代
五
人
出
申
候
。

　
　
　
　
　
　

后　

略

　
　
　

第
三　

寛
政
六
年
寅
六
月
書
上
ケ
候
書
類
中
抜
萃

　
　

一
当
寺
境
内
鎮
守
白
鳥
之
社
高
サ
三
尺
五
寸
。

横
弐
尺
五
寸
。　

右
は
当
寺
境
内
乾

之
方
ニ
安
置
仕
候
。
往
古
弘
法
大
師
当
寺
ニ
留
リ
、
日
本
武

尊
白
鳥
と
化
し
給
へ
る
由
を
慕
は
れ
、
夫
よ
り
此
所
地
名
白

鳥
と
申
由
。
其
後
今
ニ
至
て
当
寺
代
々
守
護
罷
在
候
故
、

年
々
樹
木
等
植
付
来
候
。
右
は
由
緒
、
其
外
当
寺
古
代
記
録

等
も
有
之
由
傳
へ
承
り
候
処
、
三
拾
八
年
已
前
宝
暦
七
丑
年

殿
堂
寺
家
不
残
焼
失
仕
候
。
其
節
古
記
録
等
焼
失
仕
候
間
、

夫
故
只
今
ニ
而
ハ
慥
成
由
緒
等
一
切
相
分
リ
不
申
候
。

　
　
　

第
四　

 

文
政
五
年
午
四
月
寺
社
奉
行
所
へ
書
上
候
文
中
ノ
抜

萃

　
　

一
天
長
年
中
、
弘
法
大
師
熱
田
宮
へ
参
篭
之
砌
、
当
地
へ
逗
留

有
之
候
而
、
先
ツ
当
寺
を
建
立
被
致
白
鳥
山
法
持
寺
と
号

し
、
本
尊
地
蔵
菩
薩
自
分
彫
刻
致
、
其
節
諸
堂
額
字
等
自
筆

ニ
而
相
書
被
掲
置
候
処
、
星
霜
推
移
り
失
却
仕
、
只
今
ニ
而

ハ
地
蔵
尊
并
ニ
薬
師
堂
額
面
相
残
居
申
候
。

　
　

当
寺
境
内
壱
町
九
反
弐
拾
四
歩
ハ
熱
田
神
領
年
貢
地
ニ
御
座
候

て
、
御
除
地
増
地
材
木
御
金
等
被
下
置
候
事
無
御
座
候
。
右
之

通
ニ
候
也
。

　
　
　
　
　
　
　

愛
知
縣
愛
知
郡
熱
田
町
大
字
白
鳥
百
六
拾
五
番
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

法
持
寺
住
職

　
　
　

明
治
三
十
年
十
月
廿
一
日　
　

大 

島 

天 

珠　

印

　
　
　
　
　
　
　
　

同
国
同
郡
同
町
月
笑
軒
住
職

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

末
寺
惣
代　
　

浅 

井 

泰 

山　

印

　
　
　
　
　
　
　
　

同
国
海
東
郡
甚
目
寺
村
延
命
寺
住
職
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法
類
惣
代　
　

明 

達 

惠
（
マ
マ
）

 

等　

印

　
　
　
　
　
　
　
　

同
国
愛
知
郡
熱
田
町
大
字
白
鳥
百
七
拾
番
戸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

檀
家
惣
代　
　

田 

中 

源 

助　

印

　
　
　
　
　
　
　
　

同
国
同
郡
同
町
大
字
須
賀
三
拾
四
番
戸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

仝　
　
　
　
　

井 

上 

信 

八　

印

　
　
　
　
　
　
　
　

同
国
同
郡
宝
田
村
大
字
熱
田
新
田
東
組
壱
番
戸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

高 

濱 

与 

七　

印

　
　
　
　
　
　
　
　

同
国
同
郡
熱
田
町
大
字
傳
馬
五
拾
番
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

苅 

谷 

治
左
ヱ
門　

印

　
　
　
　
　
　
　
　

同
国
同
郡
同
町
大
字
新
宮
坂
町
円
通
寺
住
職

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
寺
小
本
寺　

信 
叟 
仙 

受　

印

　
　

農
商
務
大
臣
伯
爵
大
隈
重
信
殿

と
あ
り
、「
引
戻
申
請
書
」
は
一
申
請
ノ
目
的
物
、
二
事
実
、
三
理

由
、
四
立
証
に
分
け
ら
れ
て
お
り
、「
証
拠
写
」
は
四
立
証
の
資
料

を
具
体
的
に
あ
げ
て
い
る
。

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
法
持
寺
側
は
あ
く
ま
で
も
白
鳥
御
陵
を
山
林
と

み
な
し
私
有
地
と
考
え
た
。
し
か
し
、
神
祇
局
寺
社
係
は
山
陵
地
と

認
め
官
有
林
と
し
た
。
そ
の
た
め
法
持
寺
は
草
創
時
の
こ
と
を
述

べ
、
弘
法
大
師
が
熱
田
神
宮
へ
参
籠
の
折
、
日
本
武
尊
の
懿
徳
を
慕

い
、
法
持
寺
を
創
建
す
る
と
と
も
に
寺
の
後
の
山
林
内
に
一
小
）
12
（
祠
を

建
立
し
日
本
武
尊
を
追
慕
し
た
こ
と
が
旧
記
録
に
あ
る
と
い
う
。
つ

ま
り
弘
法
大
師
が
、
法
持
寺
と
は
別
に
日
本
武
尊
を
祀
る
小
祠
も
建

立
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
日
本
武
尊
の
霊
骸
を
埋
め

た
も
の
と
口
伝
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
山
陵
地
と
認

め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
神
祇
局
係
官
の
誤
謬
か
ら
生
じ
た

も
の
と
「
理
由
」
で
い
っ
て
い
る
。ま
た
、法
持
寺
で
は
山
林
の
木
材

を
薪
材
に
し
た
り
、
外
囲
な
ど
の
修
繕
の
材
料
を
採
取
し
て
お
り
、

古
図
に
あ
る
如
く
寺
と
接
続
し
て
境
内
地
で
あ
っ
た
と
も
い
う
。

　

そ
こ
で
、
そ
れ
を
立
証
す
る
証
拠
と
し
て
、
一
神
領
地
売
買
改
寄

帳
、
二
寺
社
田
畠
反
畝
付
帳
、
三
寛
政
六
年
寅
六
月
書
上
ケ
候
書
類

中
抜
萃
、
四
文
政
五
年
午
四
月
寺
社
奉
行
所
へ
書
上
候
文
中
ノ
抜
萃

を
あ
げ
て
山
陵
地
で
な
い
こ
と
を
主
張
し
た
。
さ
ら
に
法
持
寺
の
経

済
上
及
び
形
態
上
か
ら
も
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、

引
戻
を
願
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
残
念
な
が
ら
引
戻
は
な

さ
れ
な
か
っ
た
。

　

同
三
十
六
年
四
月
に
は
、
宮
司
角
田
忠
行
と
権
宮
司
松
岡
義
男
ら

に
よ
っ
て
陵
上
に
「
白
鳥
御
陵
」
碑
が
建
て
ら
れ
た
。
そ
れ
に
は
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「
尾
張
の
あ
つ
た
な
る
白
鳥
御
陵
に
ま
う
て
ゝ
」
と
題
し
た
本
居
宣

長
の
「
し
き
島
の
や
ま
と
こ
ひ
し
み
白
と
り
の
か
け
り
い
ま
し
ゝ
あ

と
ゝ
こ
ろ
こ
れ
」
の
和
歌
が
刻
ま
れ
て
い
）
13
（
る
。

　

翌
三
十
七
年
五
月
二
十
二
日
に
は
、
愛
知
共
同
馬
車
会
社
中
よ
り

熱
田
神
宮
の
西
側
に
白
鳥
御
陵
へ
の
道
標
で
あ
る
「
白
鳥
御
陵　

従

是
西
□
□
」
が
建
て
ら
れ
た
。

　

熱
田
神
宮
の
管
理
下
に
あ
っ
た
白
鳥
御
）
14
（
陵
は
、
昭
和
二
十
二
年
に

名
古
屋
市
の
戦
災
復
興
計
画
に
よ
っ
て
熱
田
神
宮
も
減
歩
の
対
象
と

な
り
、
飛
び
地
の
形
で
所
有
し
て
い
た
白
鳥
御
陵
と
断
夫
山
古
墳

（
陀
武
夫
山
）
を
憲
法
施
行
の
昭
和
二
十
二
年
五
月
三
日
に
名
古
屋

市
へ
供
出
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
名
古
屋
市
が
都
市
公
園

に
指
定
し
て
建
設
大
臣
の
許
可
を
と
っ
た
後
も
鳥
居
や
燈
籠
な
ど
の

宗
教
施
設
は
そ
の
ま
ま
残
っ
て
お
り
、
五
月
八
日
の
御
陵
墓
祭
が
熱

田
神
宮
の
手
で
毎
年
続
け
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
た
め
同
五
十
三
年
五

月
、
名
古
屋
市
は
自
治
体
と
宗
教
と
の
関
係
に
け
じ
め
を
つ
け
る
必

要
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
熱
田
神
宮
へ
宗
教
施
設
の
撤
去
を
通
知

し
、
白
鳥
御
陵
は
宗
教
色
の
な
い
古
墳
つ
き
都
市
公
園
と
な
っ
た
の

で
あ
）
15
（
る
。

　

こ
の
よ
う
に
白
鳥
御
陵
は
法
持
寺
の
境
内
地
で
あ
っ
た
が
、
明
治

元
年
三
月
の
神
仏
分
離
令
に
よ
っ
て
名
古
屋
藩
の
所
有
地
と
な
っ

た
。
同
九
年
に
は
熱
田
神
宮
の
摂
社
と
し
て
管
理
下
と
な
り
、
昭
和

二
十
二
年
に
は
戦
災
復
興
計
画
の
換
地
に
よ
り
名
古
屋
市
の
所
有
地

と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

（
１
） 

『
熱
田
区
・
白
鳥
古
墳
』（
昭
和
六
十
年
三
月　

名
古
屋
市
教
育
委

員
会
）
二
、
六
頁
。『
白
鳥
古
墳
第
Ⅱ
次
発
掘
調
査
報
告
書
』（
平
成
元

年
三
月　

名
古
屋
市
教
育
委
員
会
）
一
、
八
頁
に
よ
る
。

（
２
） 

拙
稿
「
白
鳥
山
陵
よ
り
の
出
土
品
を
書
写
し
た
石
雄
恵
玉
に
つ
い

て
」（
平
成
十
七
年
十
一
月　

東
隆
真
博
士
古
稀
記
念
論
集
『
禅
の
真

理
と
実
践
』
春
秋
社
）
で
詳
し
く
考
察
し
た
。

（
３
） 

『
名
古
屋
市
史
』
地
理
編
（
大
正
五
年
三
月　

名
古
屋
市
役
所
）

六
三
五
頁
の
「
白
鳥
山
」
に
よ
る
。

（
４
） 

安
藤
宣
保
『
寺
社
領
私
考
│
│
明
治
維
新
を
中
心
に
し
て
│
│
』

（
昭
和
五
十
二
年
十
月　

愛
知
県
郷
土
資
料
刊
行
会
）
五
十
二
頁
に
よ

る
。

（
５
） 

法
持
寺
住
職
大
島
天
珠
に
よ
る
「
上
地
山
林
引
戻
申
請
書
」（
名

古
屋
市
鶴
舞
図
書
館
蔵
『
名
古
屋
寺
社
記
録
集
』
十
二
所
収
）
の
「
事

実
」
に
よ
る
。

（
６
） 

「
上
地
山
林
引
戻
申
請
書
」
の
「
理
由
」
に
よ
る
。

（
７
） 
阪
本
是
丸
『
角
田
忠
行
翁
小
伝
』（
平
成
元
年
二
月　

熱
田
神
宮

宮
庁
）
五
十
九
頁
に
よ
る
。
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白鳥陵法持寺合絵図（明治９年５月　「教部省伺白鳥陵陀武夫山実検勘註」）

白鳥御陵（明治43年３月　『愛知県名勝 熱田写真帖』）
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白鳥御陵（昭和53年５月３日　「中日新聞」朝刊）

白鳥古墳（白鳥御陵）（平成22年１月現在）
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（
８
） 

角
田
忠
行
の
著
わ
し
た
『
熱
田
地
陵
墓
考
』
及
び
『
熱
田
神
宮
御

神
徳
略
記
』『
熱
田
神
宮
略
記
』
な
ど
は
拙
稿
「
熱
田
神
宮
に
赴
任
し

た
頃
の
角
田
忠
行
の
著
作
」（
平
成
十
一
年
十
一
月　
「
愛
知
学
院
大
学

教
養
部
紀
要
」
第
四
十
七
巻
第
二
号
）
で
明
ら
か
に
し
た
。

（
９
） 

以
下
の
報
告
は
公
文
録
の
明
治
九
年
五
月
教
部
省
伺
（
二
Ａ

－
九

－

公◯
一
七
七
九
）
よ
り
採
っ
た
。

（
10
） 

千
秋
季
福
の
自
殺
に
つ
い
て
の
報
告
は
、
四
月
十
七
日
に
親
族
野

田
広
政
よ
り
熱
田
神
宮
少
宮
司
角
田
忠
行
へ
、
翌
十
八
日
に
は
角
田
よ

り
教
部
大
輔
宍
戸
璣
へ
、
二
十
七
日
に
は
宍
戸
璣
よ
り
太
政
大
臣
三
條

実
美
に
届
け
て
い
る
。（
公
文
録　

明
治
九
年
四
月
教
部
省
伺
（
二
Ａ

－

九

－

公◯
一
七
七
八
））

（
11
） 

角
田
忠
行
『
熱
田
地
陵
墓
考
』
の
末
尾
に
所
収
し
て
い
る
。

（
12
） 

弘
法
大
師
が
建
て
た
一
小
祠
と
は
、『
尾
張
名
所
図
会
』
の
「
法

持
寺
」
で
法
持
寺
本
堂
の
後
（
北
側
）
に
「
白
鳥
社
」
が
あ
る
と
こ
ろ

か
ら
、
そ
れ
を
指
す
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
そ
の
後
（
北
側
）
に
「
白

鳥
の
陵
」
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
現
在
の
断
夫
山
古
墳
で
あ
る
。「
白
鳥

陵
」
は
『
熱
田
神
社
問
答
雑
録
』『
張
州
雑
志
』『
張
州
府
志
』『
尾
張

志
』
な
ど
に
よ
れ
ば
、
二
カ
所
あ
る
と
い
い
、
一
つ
は
俗
に
白
鳥
塚
と

い
う
法
持
寺
の
後
の
山
で
、
そ
こ
に
は
小
祠
が
あ
り
、
法
持
寺
の
鎮
守

と
し
て
い
る
。
も
う
一
つ
は
俗
に
ダ
ン
ブ
山
、
断
夫
山
、
鷲
峰
山
、
鸇

峰
と
い
う
陵
で
あ
る
。「
証
拠
写
」
の
寛
政
六
年
六
月
の
書
上
書
類
に

は
「
当
寺
境
内
鎮
守
白
鳥
之
社
高
サ
三
尺
五
寸
。

横
弐
尺
五
寸
。
」
と
あ
り
、
法
持
寺
の

鎮
守
の
白
鳥
社
の
大
き
さ
が
明
ら
か
に
な
る
。

（
13
） 

碑
の
「
白
鳥
御
陵
」
は
源
建
通
、
和
歌
は
曽
孫
の
本
居
豊
頴
が
揮

毫
し
て
い
る
。

（
14
） 

昭
和
十
年
頃
の
熱
田
神
宮
、
高
蔵
神
社
、
断
夫
山
、
白
鳥
御
陵
に

生
植
す
る
植
物
分
布
の
状
態
を
調
査
し
た
貴
重
な
報
告
書
が
あ
る
。
そ

れ
は
孔
版
の
天
野
景
従
『
熱
田
植
物
相
』（
昭
和
十
年
二
月
）
で
、
当

時
の
白
鳥
御
陵
に
は
ア
カ
マ
ツ
、
ア
ケ
ビ
、
ア
マ
チ
ャ
ヅ
ル
、
ア
ラ
カ

シ
、
ア
ヲ
ギ
、
ア
ラ
ハ
タ
、
イ
ボ
タ
ノ
キ
、
カ
ゴ
ノ
キ
、
ガ
マ
ズ
ミ
、

ク
サ
ノ
ワ
ウ
、
ク
ヌ
ギ
、
ク
リ
、
ク
ロ
ガ
ネ
モ
チ
、
ク
ロ
マ
ツ
、
ケ
ヤ

キ
、
コ
ナ
ラ
、
サ
カ
キ
、
サ
ハ
フ
タ
ギ
、
シ
ヒ
ノ
キ
、
ジ
ャ
ノ
ヒ
ゲ
、

シ
ラ
カ
シ
、
ス
ギ
、
ス
ミ
レ
、
セ
ン
ニ
ン
サ
ウ
、
タ
ブ
ノ
キ
、
タ
ラ
エ

フ
、
チ
ヤ
、
ツ
バ
キ
、
ツ
ユ
ク
サ
、
サ
ガ
ジ
ラ
ミ
、
ニ
ハ
ト
コ
、
ハ
コ

ベ
、
フ
ヂ
、
フ
ユ
ヅ
タ
、
ベ
ニ
シ
ダ
、
ホ
ウ
チ
ャ
ク
サ
ウ
、
マ
ム
シ
グ

サ
、
マ
ン
リ
ャ
ウ
、
マ
ユ
ミ
、
ミ
ゾ
チ
チ
ゴ
ツ
ナ
ギ
、
ミ
ゾ
ソ
バ
、
ム

ク
ノ
キ
、
ヤ
ブ
メ
ウ
ガ
、
ワ
ラ
ビ
な
ど
が
あ
り
、
そ
の
他
、
ゆ
り
科
の

ぼ
う
ち
ゃ
く
さ
う
が
群
生
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
15
） 

昭
和
五
十
三
年
五
月
三
日
の
「
中
日
新
聞
」
に
「
鳥
居
な
く
な
る

白
鳥
御
陵　

憲
法
施
行
、
32
年
目
の
決
着　

熱
田
神
宮
を
離
れ
る　

名

実
と
も
に
市
の
管
理
下
に　

古
墳
つ
き
都
市
公
園
に
」
の
見
出
し
で
報

道
さ
れ
て
い
る
。
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二
、
芭
蕉
の
参
詣
と
句
碑

　

俳
諧
で
有
名
な
松
尾
芭
蕉
は
、
貞
享
元
年
（
一
六
八
四
）
か
ら
し

ば
し
ば
熱
田
の
地
を
訪
ね
た
。
熱
田
神
宮
に
詣
り
、
先
祖
の
景
清
屋

敷
跡
を
訪
ね
て
門
人
の
林
桐
葉
の
宅
に
泊
ま
り
、
俳
人
ら
と
句
会
を

開
い
て
い
た
。
翌
二
年
三
月
二
十
七
日
、
芭
蕉
は
再
び
桐
葉
宅
を
訪

ね
た
。

　

桐
葉
は
正
月
十
七
日
に
二
女
の
佐
与
（
さ
よ
）
を
幼
く
亡
く
し
て

お
り
、
そ
こ
で
、
芭
蕉
は
法
持
寺
に
あ
る
佐
与
の
墓
詣
り
に
出
掛
け

た
。
芭
蕉
は
周
辺
の
景
色
を
み
て
、
ひ
と
も
と
の
す
み
れ
の
花
に
心

を
よ
せ
、

　
　

何
と
は
な
し
に
何
や
ら
床
し
菫
草

と
よ
ん
だ
。
お
そ
ら
く
佐
与
の
墓
の
回
り
に
、
か
わ
い
い
す
み
れ
の

花
が
咲
い
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
）
1
（

る
。

　

こ
の
句
は
、
発
句
と
し
て
桐
葉
ら
と
巻
い
た
歌
仙
が
加
藤
暁
台
の

刊
行
し
た
「
熱
田
三
歌
仙
」
の
中
に
お
さ
め
ら
れ
た
。
し
か
し
、
芭

蕉
が
貞
享
元
年
八
月
か
ら
旅
の
紀
行
を
ま
と
め
た
『
野
ざ
ら
し
紀

行
』
で
は
、「
大
津
に
出
る
道
、
山
路
を
こ
え
て
」
と
い
う
詞
書
に

続
き
、

　
　

山
路
来
て
何
や
ら
ゆ
か
し
す
み
れ
草

と
よ
ん
で
い
る
。

　

法
持
寺
で
よ
ん
だ
句
は
、
熱
田
連
衆
の
撰
集
『
熱
田
皺
筥
物
語
』

に
「
白
鳥
山
」
と
詞
書
が
あ
り
、
ま
た
、
各
務
支
考
が
元
禄
八
年

（
一
六
九
五
）
に
刊
行
し
た
『
笈
日
記
』
に
は
、

　
　

や
み
に
舟
を
う
か
べ
て
浪
の
音
を
な
ぐ
さ
む
れ
ば
、
海
暮
て
鴨

の
声
ほ
の
か
に
白
し
と
の
べ
、
白
鳥
山
に
腰
を
お
し
て
の
ぼ
れ

ば
、
何
や
ら
ゆ
か
し
す
み
れ
草
と
な
し
…
…

と
の
詞
書
が
あ
る
。

　

法
持
寺
で
よ
ん
だ
句
が
初
案
の
形
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、

「
山
路
」
が
『
野
ざ
ら
し
紀
行
』
の
通
り
大
津
へ
越
え
る
山
道
で
よ

ま
れ
、
後
に
熱
田
の
歌
仙
の
発
句
と
し
て
流
用
さ
れ
た
も
の
か
、
あ

る
い
は
逆
に
、
熱
田
で
詠
ま
れ
た
も
の
を
後
に
紀
行
文
の
中
に
大
津

山
中
で
の
吟
と
し
て
改
作
し
記
載
さ
れ
た
も
の
か
、
前
後
の
決
定
は

で
き
な
い
と
い
わ
れ
て
い
）
2
（

る
。

　

一
説
に
よ
れ
ば
、「
白
鳥
山
」
は
日
本
武
尊
が
白
鳥
と
な
っ
て
舞

い
降
り
た
所
と
い
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
日
本
武
尊
へ
の
崇
敬
の
情
を

表
わ
し
た
も
の
で
、「
菫
草
」
は
日
本
武
尊
の
神
霊
の
象
徴
に
ほ
か

な
ら
な
か
っ
た
と
み
る
）
3
（
説
が
あ
る
。
さ
ら
に
、「
ゆ
か
し
」
や
「
す
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み
れ
草
」
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
女
性
の
匂
い
を
感
じ
、
日
本
武
尊
と
純

真
可
憐
な
宮
簀
媛
と
の
交
歓
の
光
景
が
よ
み
が
え
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
す
る
）
4
（
説
も
あ
る
。

　

何
れ
に
し
て
も
芭
蕉
が
す
み
れ
草
に
心
の
揺
ぐ
も
の
を
感
じ
た
こ

と
は
事
実
で
あ
り
、
芭
蕉
の
会
心
の
作
と
し
て
残
っ
た
の
で
あ
る
。

当
時
の
法
持
寺
住
持
は
、
十
世
海
岸
義
雲
の
頃
で
あ
っ
た
か
と
思
わ

れ
る
。

（
１
） 

林
桐
葉
に
は
二
男
四
女
が
お
り
、
二
女
佐
与
（
さ
よ
）
は
桐
葉
の

後
妻
ふ
さ
の
子
で
、
六
人
の
子
供
の
内
、
五
人
ま
で
が
早
世
し
て
い

る
。
そ
の
た
め
三
女
の
三
保
に
婿
養
子
の
治
知
を
迎
え
て
嗣
子
と
し

た
。
詳
し
く
は
市
橋
鐸
「
林
桐
葉
伝
補
遺
並
訂
誤
」（
昭
和
三
十
四
年

二
月　
「
愛
知
県
立
女
子
大
学
説
林
」
三
号
）
で
考
察
し
て
い
る
。
し

か
し
、
市
橋
氏
は
芭
蕉
の
佐
与
の
墓
詣
り
に
出
掛
け
た
こ
と
は
述
べ
ら

れ
て
い
な
い
。
佐
与
を
し
の
ん
だ
菫
草
と
み
た
の
は
水
野
藤
吉
「
宮
中

学
校
の
芭
蕉
菫
塚
」（
昭
和
四
十
年
七
月　
「
郷
土
文
化
」
第
二
十
巻
第

二
号
）
で
あ
る
。
そ
れ
以
後
、
宮
中
学
校
で
発
行
さ
れ
た
「
芭
蕉
菫
塚

句
碑
」（
昭
和
四
十
五
年
三
月　

名
古
屋
市
立
宮
中
学
校
）『
熱
田
宮
中

学
校
史
│
│
五
十
年
の
あ
ゆ
み
│
│
』（
平
成
九
年
十
一
月　

名
古
屋

市
立
宮
中
学
校
五
十
周
年
記
念
実
行
委
員
会
）
二
五
九
頁
以
下
な
ど
で

も
水
野
説
を
承
け
継
い
で
い
る
。

（
２
） 

山
本
健
吉
『
芭
蕉
』（
昭
和
三
十
年
一
月　

新
潮
社
）
八
十
六
頁
。

（
３
） 

尾
形
仂
『
野
ざ
ら
し
紀
行
評
釈
』（
平
成
十
年
十
二
月　

角
川
書

店
）
二
一
四
頁
。

（
４
） 

日
比
野
茂
夫
「
芭
蕉
「
山
路
来
て
」
の
句
考
│
│
「
ゆ
か
し
」
に

着
眼
し
て
│
│
」（
昭
和
五
十
四
年
十
一
月　
『
松
村
博
司
先
生

古
稀
記
念　
　

国
語
国
文

学
論
集
』
所
収
）
三
三
九
頁
。

三
、
境
内
の
石
碑

（
１
）
自
若
庵
句
碑

　

自
若
庵
の
句
碑
は
正
面
に
「
自
若
庵
」、
左
横
に
「
蜘く

も

の
巣
を
や

ぶ
り
て
行
や
鷦み

そ
さ
ざ
い鷯

」
と
歌
わ
れ
、
右
横
に
「
安
永
五
丙
申
歳
十
一

月
三
十
日
」
と
刻
ま
れ
て
あ
る
。
自
若
庵
は
芭
蕉
門
下
の
人
と
い
わ

れ
て
い
る
が
、
尾
張
藩
士
の
朝
岡
宇
朝
が
文
政
二
年
（
一
八
一
九
）

頃
か
ら
天
保
十
年
（
一
八
三
九
）
の
二
十
一
年
間
に
記
し
た
『
袂

草
』
巻
之
十
三
に
は
「
寺
僧
云
、
自
若
庵
ハ
此
地
政
所
と
い
ふ
所
の

富
家
な
り
し
が
、
今
ハ
家
絶
え
た
）
1
（
り
」
と
あ
る
。

　

政
所
と
は
熱
田
神
宮
の
鎮
皇
門
の
西
に
あ
た
り
、
祭
祀
日
に
社
人

の
参
集
す
る
所
で
あ
っ
た
政
所
の
附
近
で
あ
る
。
白
鳥
町
の
字
名

で
、
現
在
の
誓
願
寺
の
南
側
に
あ
た
る
。
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そ
こ
に
住
ん
で
い
た
富
豪
で
、
江
戸
末
期
に
は
絶
家
と
な
っ
た
と

い
う
。
大
宮
司
千
秋
氏
の
宅
地
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
千
秋
家
の
人

か
と
も
思
わ
れ
る
が
、
該
当
者
は
不
詳
で
あ
る
。

（
２
）
山
岡
荘
八
句
碑

　

山
岡
荘
八
（
一
九
〇
七

－

七
八
）
は
、
大
河
小
説
『
徳
川
家
康
』

を
著
わ
し
た
昭
和
期
の
小
説
家
で
あ
る
。
野
間
文
芸
奨
励
賞
、
吉
川

英
治
文
学
賞
な
ど
を
受
賞
し
て
お
り
、『
新
太
平
記
』『
異
本
太
閤

記
』『
小
説
太
平
洋
戦
争
』『
春
の
坂
道
』
な
ど
の
長
編
小
説
が
あ

り
、
作
品
は
『
山
岡
荘
八
全
集
』
全
四
十
六
巻
に
収
め
ら
れ
て
い

る
。
山
岡
氏
が
昭
和
十
七
年
晩
秋
（
九
月
）
に
法
持
寺
へ
来
山
の

折
、
庭
に
多
く
の
藪や

ぶ

柑こ
う

子じ

が
茂
っ
て
い
た
様
子
を
歌
っ
た
句
で
、

「
藪
柑
子
霜
立
つ
庭
の
媚こ

び
と
な
り
」
と
あ
る
。

（
３
）
北
の
湖
親
方
の
三
つ
の
碑

　

日
本
相
撲
協
会
第
九
代
理
事
長
の
北
の
湖
親
方
は
、
初
め
て
の
戦

後
生
ま
れ
の
理
事
長
で
あ
る
。

　

親
方
は
現
役
時
代
、
大
横
綱
と
い
わ
れ
た
北
の
湖
。
優
勝
二
十
四

回
、
横
綱
在
位
は
史
上
最
長
の
六
十
三
場
所
、
在
位
中
の
白
星
六
七

〇
勝
は
今
も
歴
代
一
位
で
あ
る
。
三
保
ヶ
関
部
屋
の
宿
舎
で
あ
っ
た

法
持
寺
に
は
、
北
の
湖
の
優
勝
パ
レ
ー
ド
が
二
回
あ
っ
た
。
二
回
目

の
優
勝
で
あ
る
昭
和
五
十
五
年
名
古
屋
場
所
表
彰
式
で
授
与
さ
れ
た

優
勝
額
は
、
記
念
と
し
て
法
持
寺
に
寄
贈
さ
れ
て
い
る
。

　

中
学
一
年
の
十
三
歳
で
初
土
俵
を
ふ
み
、
十
七
歳
十
一
ヶ
月
で
十

両
、
二
十
歳
十
ヶ
月
で
大
関
、
昭
和
四
十
九
年
名
古
屋
場
所
後
の
二

十
一
歳
二
ヶ
月
で
史
上
最
年
少
横
綱
に
な
っ
た
。
昇
進
伝
達
式
は
法

持
寺
の
本
堂
で
行
わ
れ
、
全
国
に
放
送
さ
れ
た
。

　

そ
の
時
、
親
方
が
北
海
道
に
い
る
母
に
知
ら
せ
た
一
句
が
境
内
に

碑
と
な
っ
て
い
る
。

　
　

う
ん
、
ほ
ん
ま
に
横
綱
に
な
っ
た
ん
や
、
母
ち
ゃ
ん

と
あ
る
。
心
を
弾
ま
せ
な
が
ら
、
お
母
さ
ん
に
電
話
で
報
告
し
た
言

葉
で
あ
っ
た
。

　

親
方
は
そ
の
後
十
年
間
、
横
綱
の
地
位
を
守
っ
た
。
昭
和
五
十
九

年
名
古
屋
場
所
は
、
八
百
勝
し
て
新
記
録
の
二
十
四
度
目
の
優
勝
で

飾
っ
た
。
そ
の
時
の
言
葉
も
碑
と
な
っ
て
い
る
。

　
　

ど
ん
な
に
つ
ら
く
て
も
、
何
と
云
は
れ
よ
う
と
、
相
撲
を
と
る

の
は
心
、
自
分
が
駄
目
だ
と
思
っ
た
ら
と
れ
る
も
の
で
は
な
い

と
あ
る
。
横
綱
に
な
る
ま
で
は
が
む
し
ゃ
ら
に
稽
古
精
進
し
た
。
し
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か
し
、
横
綱
に
な
る
と
そ
の
地
位
を
守
る
の
に
苦
労
す
る
。
負
け
が

続
け
ば
す
ぐ
休
場
、
引
退
と
な
る
。
絶
え
ず
体
調
を
整
え
、
ケ
ガ
を

し
な
い
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
分
と
の
闘
い
で
あ
っ

た
。
つ
ら
い
こ
と
、
悲
し
い
こ
と
、
い
や
な
こ
と
な
ど
多
か
っ
た
で

あ
ろ
う
。
青
春
真
っ
盛
り
の
頃
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

親
方
は
ほ
と
ん
ど
休
場
し
な
か
っ
た
。「
丈
夫
な
横
綱
」
の
代
名

詞
で
、
相
撲
関
係
者
は
理
想
の
横
綱
と
賞
讃
し
て
い
た
。
座
右
の
銘

は
、

　
　

千
日
の
稽
古
を
鍛
と
し
、
万
日
の
稽
古
を
練
と
す

で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
宮
本
武
蔵
の
『
五
輪
書
』
に
出
て
く
る
言
葉
で

あ
る
。
武
蔵
は
江
戸
初
期
の
剣
の
達
人
で
、
達
人
と
な
る
た
め
に
厳

し
い
稽
古
を
行
っ
た
。
そ
れ
を
朝
鍛
夕
練
の
稽
古
と
説
い
て
い
る
。

朝
に
夕
に
鍛
練
し
、
鍛
え
に
鍛
え
ぬ
い
て
剣
の
道
を
極
め
た
。
し
か

も
稽
古
は
「
千
里
の
道
も
ひ
と
足
ず
つ
は
こ
ぶ
な
り
」
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
。
千
里
の
道
を
踏
破
す
る
の
は
一
朝
一
夕
で
は
で

き
な
い
。
一
歩
一
歩
着
実
に
進
ん
で
千
里
の
道
と
な
る
。
稽
古
を
少

し
ず
つ
積
み
重
ね
、
継
続
す
る
こ
と
に
よ
り
次
第
に
奥
義
を
体
得
す

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

親
方
は
宮
本
武
蔵
の
精
神
を
学
び
、
何
と
い
わ
れ
よ
う
と
も
相
撲

を
と
る
心
を
鍛
え
て
い
た
。
十
年
後
の
碑
の
言
葉
に
は
、
積
み
重
ね

ら
れ
た
日
々
の
稽
古
の
精
進
の
重
さ
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。

　

平
成
十
四
年
七
月
二
十
五
日
、
境
内
に
新
し
い
碑
が
建
っ
た
。
北

の
湖
親
方
が
日
本
相
撲
協
会
理
事
長
に
就
任
し
た
時
の
挨
拶
の
一
部

で
あ
る
。

　
　

横
綱
に
な
っ
た
と
き
は
土
俵
の
こ
と
だ
け
を
考
え
て
い
れ
ば
よ

か
っ
た

　
　

こ
れ
か
ら
は
相
撲
界
の
た
め
に
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

　
　

す
べ
て
が
現
役
の
と
き
と
は
ち
が
う

と
あ
り
、
相
撲
界
発
展
の
た
め
に
努
力
す
る
こ
と
を
誓
っ
た
言
葉
で

あ
る
。

　

法
持
寺
は
名
古
屋
場
所
の
三
保
ヶ
関
部
屋
の
宿
舎
で
あ
っ
た
。
第

三
十
四
世
諦
観
高
明
は
北
の
湖
親
方
の
新
弟
子
時
代
か
ら
横
綱
に

育
っ
て
い
く
過
程
を
見
て
い
た
。
横
綱
の
伝
達
式
が
あ
っ
た
時
、
八

百
勝
し
て
新
記
録
の
二
十
四
度
目
の
優
勝
を
飾
っ
た
時
、
そ
れ
ぞ
れ

の
時
に
出
た
言
葉
を
碑
に
し
た
。
三
つ
め
の
碑
は
角
界
の
頂
点
に

立
っ
た
時
の
言
葉
で
あ
る
。

　

近
年
は
外
国
人
力
士
が
増
え
て
き
た
。
日
本
人
力
士
と
は
体
力
が

違
う
。
ま
た
、
若
い
力
士
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
方
法
が
今
ま
で
の
稽
古
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と
は
全
く
異
な
っ
て
い
る
。
器
具
を
使
っ
て
の
筋
肉
強
化
な
ど
体
の

一
部
の
み
の
強
化
を
は
か
っ
て
い
る
。
使
わ
な
い
部
分
と
の
差
が
出

て
ケ
ガ
に
な
る
ケ
ー
ス
が
多
い
。
そ
の
た
め
休
場
者
が
出
る
。

　

一
番
大
事
な
の
は
「
し
こ
」
と
「
て
っ
ぽ
う
」
で
あ
る
。
こ
れ
に

よ
っ
て
相
撲
の
た
め
に
必
要
な
筋
力
が
鍛
え
ら
れ
る
こ
と
は
実
証
さ

れ
て
い
る
。
基
本
の
稽
古
が
少
な
い
こ
と
も
ケ
ガ
の
原
因
と
見
て
い

る
。

　

北
の
湖
親
方
は
、「
し
こ
」
を
五
〇
〇
回
と
決
め
た
ら
必
ず
休
ま

ず
や
っ
た
。
継
続
す
る
気
持
ち
が
な
い
と
だ
め
で
、
努
力
が
大
切
と

い
う
。
い
つ
も
前
へ
進
み
た
い
と
い
う
前
向
き
の
気
持
ち
を
も
っ
て

い
る
。
相
撲
の
天
才
と
い
わ
れ
た
が
そ
う
で
は
な
い
。
一
所
懸
命
稽

古
に
精
進
し
て
き
た
と
努
力
を
強
調
す
る
。

　

か
つ
て
亀
裂
骨
折
し
た
左
足
を
引
き
ず
り
な
が
ら
土
俵
を
務
め
た

こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
し
き
で
休
め
な
い
ぞ
と
い
う
使
命
感
も
あ
っ
た

か
ら
で
、
強
い
責
任
感
を
持
っ
て
い
た
。
三
保
ヶ
関
親
方
に
見
い
だ

さ
れ
中
学
一
年
の
十
三
歳
で
初
土
俵
を
ふ
ん
で
以
来
、
ず
っ
と
相
撲

一
筋
で
あ
る
。

　

境
内
に
は
、
そ
の
他
、
三
保
ヶ
関
親
方
を
始
め
関
取
衆
ら
の
サ
イ

ン
の
刻
ま
れ
た
「
撫
で
石
」
が
あ
る
。
先
代
三
保
ヶ
関
親
方
が
「
何

事
も
辛
棒
だ
。
へ
こ
た
れ
て
は
な
ら
ぬ
」
と
こ
の
石
を
抱
き
上
げ

て
、
足
腰
が
強
く
な
れ
と
励
ま
し
た
力
石
で
、
こ
の
石
を
撫
で
て
忍

耐
心
を
持
つ
よ
う
に
願
っ
た
の
で
あ
る
。

（
４
）
名
古
屋
城
石
垣
築
造
の
残
石

　

江
戸
幕
府
は
名
古
屋
城
の
普
請
に
あ
た
り
、
天
守
閣
の
基
礎
で
あ

る
石
垣
の
築
造
に
用
い
る
石
材
を
各
大
名
に
担
当
さ
せ
た
の
で
刻
印

が
施
さ
れ
て
い
）
2
（

る
。

　

海
上
輸
送
に
よ
っ
て
熱
田
の
浜
へ
陸
揚
げ
さ
れ
た
石
材
は
、
名
古

屋
城
の
丁
場
へ
運
ば
れ
た
。
石
引
き
の
途
中
の
残
石
が
市
内
の
各
地

に
残
っ
て
い
る
。
法
持
寺
に
も
現
在
、
二
石
が
あ
る
。「
丸
に
上
」

の　

 

や
「
丸
に
上
に
や
」
を
組
み
合
せ
た　
　

 

で
、
法
持
寺
の
伝

承
で
は
加
賀
藩
主
前
田
侯
よ
り
の
石
材
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か

し
、
伊
予
松
前
二
十
万
石
の
大
名
で
あ
っ
た
加
藤
嘉
明
（
一
五
六
三

－

一
六
三
一
）
の
石
垣
に
も
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
加
藤
嘉
明
に
属
す

る
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

次
に
現
存
し
な
い
が
、
白
鳥
御
陵
の
境
界
に
使
わ
れ
て
い
た
も
の

で 　

の
「
釘
抜
き
」（
部
分
）
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
安
芸
国
広
島
藩

主
の
福
島
正
則
（
一
五
六
一

－

一
六
二
四
）
の
刻
紋
で
あ
る
。
さ
ら
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に
、
塔
頭
で
あ
っ
た
洗
月
院
に
も
「
丸
に
三
つ
柏
の
矢
」
を
組
み
合

せ
た 　
　

が
あ
り
、
こ
れ
は
土
佐
国
高
知
藩
主
の
山
内
忠
義
（
一

五
九
二

－

一
六
六
四
）
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
）
3
（
た
。

　

こ
の
よ
う
に
法
持
寺
境
内
、
周
辺
に
は
築
造
の
残
石
が
あ
る
。
そ

れ
は
、
こ
の
あ
た
り
に
陸
揚
げ
さ
れ
た
石
材
の
石
切
場
が
あ
っ
た
か

ら
と
い
わ
れ
て
い
）
4
（
る
。

（
１
） 

『
袂
草
』
は
『
名
古
屋
叢
書
』
第
二
十
三
巻
随
筆
編
（
六
）（
昭
和

三
十
九
年
一
月　

名
古
屋
市
教
育
委
員
会
）
一
六
九
頁
に
あ
る
。

（
２
） 

名
古
屋
城
築
城
に
あ
た
り
、
石
垣
の
刻
印
か
ら
明
か
さ
れ
た
築
城

秘
話
に
つ
い
て
は
高
田
祐
吉
『
名
古
屋
城
│
│
石
垣
刻
印
が
明
か
す
築

城
秘
話
│
│
』（
平
成
十
三
年
三
月　

名
古
屋
市
教
育
委
員
会
）
で
詳

し
く
考
察
さ
れ
て
い
る
。

（
３
） 

法
持
寺
の
残
石
の
刻
紋
に
つ
い
て
は
高
田
祐
吉
『
名
古
屋
城
石
垣

の
刻
紋
』（
平
成
十
一
年
三
月　

名
古
屋
城
振
興
協
会
）
六
十
六
頁
に

紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（
４
） 

水
野
時
二
「
堀
川
と
名
古
屋
城
の
石
」（
平
成
四
年
七
月　
「
行
楽

と
文
化
」
第
三
九
七
号
）
に
よ
る
。


